
№ １

受 験 地

受 験 番 号

評　　　　点

第　　　一　　　回

〔令和元年（平成31年）度税理士試験問題〕

１ 　各相続人等の相続税の課税価格の計算 50点満点

⑴　相続又は遺贈により取得した個々の財産（次の⑵及び⑶に該当するものを除く。）の価額の計算

� （単位：円）

財 産 の 種 類 取 得 者 課税価格に算入
される金額 計　　算　　過　　程

宅地Ｈ

家屋Ｉ

宅地Ｊ



受 験 番 号

⑴　相続又は遺贈により取得した個々の財産（次の⑵及び⑶に該当するものを除く。）の価額の計算（続き）

� （単位：円）

財 産 の 種 類 取 得 者 課税価格に算入
される金額 計　　算　　過　　程

家屋Ｋ

宅地Ｌ

宅地Ｍ

Ｏ社社債

№ ２



受 験 番 号

№ ３

⑴　相続又は遺贈により取得した個々の財産（次の⑵及び⑶に該当するものを除く。）の価額の計算（続き）

（単位：円）

財 産 の 種 類 取 得 者 課税価格に算入
される金額 計　　算　　過　　程

Ｐ受益証券

Ｑゴルフ会員権

Ｒ銀行

定期預金



受 験 番 号

№ ４

⑵　相続又は遺贈により取得した個々の財産（取引相場のないＮ社株式）の価額の計算

イ　評価方法の判定

ロ　 １株当たりの純資産価額の計算� （単位：円）

計　　算　　過　　程



受 験 番 号

№ ５

ハ　 １株当たりの価額の計算 （単位：円）

財 産 の 種 類 取 得 者 課税価格に算入
される金額 計　　算　　過　　程

Ｎ社株式



受 験 番 号

№ ６

⑶　相続又は遺贈によるみなし取得財産の価額の計算 （単位：円）

財 産 の 種 類 取 得 者 課税価格に算入
される金額 計　　算　　過　　程

生命保険金等

Ｓ生命保険

Ｔ生命保険

Ｕ生命保険

非課税金額



受 験 番 号

№ ７

⑶　相続又は遺贈によるみなし取得財産の価額の計算（続き） （単位：円）

財 産 の 種 類 取 得 者 課税価格に算入
される金額 計　　算　　過　　程

退職手当金等

Ｎ社死亡退職金

非課税金額

租税特別措置法第７0条の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない金額

財 産 の 種 類 適 用 者 相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない金額



受 験 番 号

№ ８

⑷　小規模宅地等の特例の計算� （単位：円）

計　　算　　過　　程

特　　例　　適　　用　　対　　象　　財　　産 取 得 者 課税価格から減額される金額



受 験 番 号

№ ９

⑸　課税価格から控除すべき債務及び葬式費用 （単位：円）

債務及び葬式費用 負 担 者 金 額 計　　算　　過　　程

債　務

葬式費用

⑹　課税価格に加算する贈与財産（暦年贈与財産）の価額の計算� （単位：円）

贈 与 年 分 受 贈 者 加 算 さ れ る
贈与財産価額 計　　算　　過　　程

⑺　相続時精算課税に係る贈与財産価額の計算� （単位：円）

贈 与 年 分 受 贈 者 加 算 さ れ る
贈与財産価額 計　　算　　過　　程



受 験 番 号

№10

⑻　相続人等の課税価格の計算 （単位：円）

相続人等
区　分 配偶者乙 子Ａ 子Ｃ 養子Ｄ 養子Ｅ 孫Ｆ 孫Ｇ 宗教法人Ａ

相続又は遺贈による取
得財産

みなし取得財産

相続時精算課税の適用
を受ける贈与財産

債務及び葬式費用

生 前 贈 与 加 算
（暦年課税分）

課 税 価 格
（１≤000円未満切捨て）

２　納付すべき相続税額の計算

⑴　相続税の総額の計算

課 税 価 格 の 合 計 額 遺産に係る基礎控除額 課 税 遺 産 額

千円 千円 千円

法 定 相 続 人 法 定 相 続 分 法定相続分に応ずる取得金額 相続税の総額の基となる税額

配偶者乙
千円 円

子Ａ

子Ｃ

養子Ｄ

養子Ｅ

孫Ｆ

孫Ｇ

合　計 　人 １
（１00円未満切捨て）

円



受 験 番 号

№11

⑵　相続人等の納付すべき相続税額の計算 （単位：円）

相続人等
区　分 配偶者乙 子Ａ 子Ｃ 養子Ｄ 養子Ｅ 孫Ｆ 孫Ｇ 宗教法人Ａ

算 出 税 額

加

　算

　又

　は

　減

　算

相続税額の ２割加算額

贈与税額控除額
（暦年課税分）

配偶者の税額軽減額

障害者控除額

贈 与 税 額 控 除 額
（相続時精算課税分）

差 引 税 額

納 付 税 額
（１00円未満切捨て）

⑶　相続税額の ２割加算及び控除金額の計算 （単位：円）

加算及び控除の
項目 対　象　者 金 額 計　　算　　過　　程

相続税額の ２割
加算

贈与税額控除
（暦年課税分）



受 験 番 号

№12

⑶　相続税額の ２割加算及び控除金額の計算（続き）� （単位：円）

加算及び控除の
項目 対　象　者 金 額 計　　算　　過　　程

配偶者の税額軽減

障害者控除

贈与税額控除
（相続時精算課税分）



№ １

受 験 地

受 験 番 号

評　　　　点

第　　　二　　　回

〔令和 ４年度税理士試験問題〕

１ 　各相続人等の相続税の課税価格の計算 50点満点

⑴　遺贈により取得した個々の財産の価額の計算 （単位：円）

財産の種類 取 得 者 課税価格に算
入される金額 計　　算　　過　　程

宅地Ｇ

家屋Ｈ

宅地Ｉ

宅地Ｊ



受 験 番 号

№ ２

⑴　遺贈により取得した個々の財産の価額の計算（続き） （単位：円）

財産の種類 取 得 者 課税価格に算
入される金額 計　　算　　過　　程

宅地Ｊ

（配偶者居住権に�

基づく敷地利用権）

家屋Ｋ

家屋Ｋ

（配偶者居住権）

私道Ｌ



受 験 番 号

№ ３

⑴　遺贈により取得した個々の財産の価額の計算（続き） （単位：円）

財産の種類 取 得 者 課税価格に算
入される金額 計　　算　　過　　程

宅地Ｍ

宅地Ｎ

家屋Ｏ

Ｐ社株式

Ｑ社株式

貸付金

（� ）



受 験 番 号

№ ４

⑵　遺贈により取得した個々の財産（取引相場のないＰ社株式）の価額の計算

イ　評価方式の判定

ロ　 １株当たりの価額の計算� （単位：円）

計　　算　　過　　程



受 験 番 号

№ ５

ロ　 １株当たりの価額の計算（続き）� （単位：円）

計　　算　　過　　程



受 験 番 号

№ ６

⑶　小規模宅地等の特例の計算� （単位：円）

計　　算　　過　　程

①　特例対象宅地等（対象資産及び減額割合）

②　調整計算による減額金額

特　例　適　用　対　象　財　産 取 得 者 課税価格から減額される金額

⑷　分割財産の価額の計算� （単位：円）



受 験 番 号

№ ７

⑸　課税価格から控除すべき債務及び葬式費用の額の計算 （単位：円）

債務及び葬式費用 負 担 者 金 額 計　　算　　過　　程

債務

葬式費用

⑹　相続又は遺贈によるみなし取得財産の価額の計算 （単位：円）

財産の種類 取 得 者 課税価格に算
入される金額 計　　算　　過　　程

生命保険金等

同上の非課税金

額



受 験 番 号

№ ８

⑺　各相続人等の課税価格の計算 （単位：円）

相続人等

区　分
配偶者乙 養子Ａ 長女Ｂ 次女Ｃ 養子Ｆ 　夫Ｂ′

遺贈による取得財産

分割財産

みなし取得財産

債務

葬式費用

課税価格
（１≤000円未満切捨て）

２　納付すべき相続税額の計算

⑴　相続税の総額の計算

課税価格の合計額 遺産に係る基礎控除額 課税遺産総額

千円 千円 千円

法定相続人 法定相続分 法定相続分に応ずる取得価額 相続税の総額の基となる税額

　円 円

合計 　 人 １
（１00円未満切捨て）

円



受 験 番 号

№ ９

⑵　各相続人等の納付すべき相続税額の計算 （単位：円）

相続人等

区　分
配偶者乙 養子Ａ 長女Ｂ 次女Ｃ 養子Ｆ 　夫Ｂ′

算出税額

加
算
又
は
減
算

相続税額の

２割加算額

配偶者の

税額軽減額

未成年者控除額

納付税額
（１00円未満切捨て）

（注）　相続税額の ２割加算額及び控除額の計算過程は次の⑶に記載する。

⑶　相続税額の ２割加算額及び控除額の計算 （単位：円）

加算及び控除の項目 対 象 者 金 額 計　　算　　過　　程

相続税額の ２割
加算額

配偶者の税額軽
減額

未成年者控除額



№ １

受 験 地

受 験 番 号

評　　　　点

第　　　三　　　回

〔令和 ５年度税理士試験問題〕

１ 　各相続人等の相続税の課税価格の計算 ５0点満点

⑴　遺贈により取得した個々の財産の価額の計算 （単位：円）

財産の種類 取 得 者 課税価格に算
入される金額 計　　算　　過　　程

宅地Ｆ

宅地Ｇ



受 験 番 号

№ ２

⑴　遺贈により取得した個々の財産の価額の計算（続き） （単位：円）

財産の種類 取 得 者 課税価格に算
入される金額 計　　算　　過　　程

Ｈ社株式

Ｋ銀行外貨普通
預金

⑵　遺贈により取得した個々の財産（取引相場のないＨ社株式）の価額の計算

イ　評価方式の判定



受 験 番 号

№ ３

⑵　遺贈により取得した個々の財産（取引相場のないＨ社株式）の価額の計算（続き）

ロ　 １株当たりの純資産価額の計算� （単位：円）

計　　算　　過　　程

〈所有宅地の評価〉

〈借地権の評価〉



受 験 番 号

№ ４

⑵　遺贈により取得した個々の財産（取引相場のないＨ社株式）の価額の計算（続き）

ロ　 １株当たりの純資産価額の計算（続き）� （単位：円）

計　　算　　過　　程

〈Ｊ社株式の評価〉

〈 １株当たりの純資産価額〉

ハ　 １株当たりの価額の計算� （単位：円）

計　　算　　過　　程



受 験 番 号

№ ５

⑵　遺贈により取得した個々の財産（取引相場のないＨ社株式）の価額の計算（続き）

ハ　 １株当たりの価額の計算（続き）� （単位：円）

計　　算　　過　　程



受 験 番 号

№ ６

⑵　遺贈により取得した個々の財産（取引相場のないＨ社株式）の価額の計算（続き）

ハ　 １株当たりの価額の計算（続き）� （単位：円）

計　　算　　過　　程

⑶　小規模宅地等の特例の計算� （単位：円）

計　　算　　過　　程

特　例　適　用　対　象　財　産 取 得 者 課税価格から減額される金額



受 験 番 号

№ ７

⑷　分割財産の価額の計算� （単位：円）

⑸　課税価格から控除すべき債務及び葬式費用の額の計算 （単位：円）

債務及び葬式費用 負 担 者 金 額 計　　算　　過　　程

債務

葬式費用

⑹　相続又は遺贈によるみなし取得財産の価額の計算 （単位：円）

財産の種類 取 得 者 課税価格に算
入される金額 計　　算　　過　　程

生命保険金等

同上の非課税金
額



受 験 番 号

№ ８

⑺　各相続人等の課税価格の計算 （単位：円）

相続人等

区　分
配偶者乙 母丁 兄Ｂ 甥Ｄ 姪孫Ｅ

遺贈による取得財産

分割財産

みなし取得財産

債務

葬式費用

課税価格
（１≤000円未満切捨て）

２　納付すべき相続税額の計算

⑴　相続税の総額の計算

課税価格の合計額 遺産に係る基礎控除額 課税遺産総額

千円 千円 千円

法定相続人 法定相続分 法定相続分に応ずる取得金額 相続税の総額の基となる税額

円 円

合計 人 １
（１00円未満切捨て）

円



受 験 番 号

№ ９

⑵　各相続人等の納付すべき相続税額の計算 （単位：円）

相続人等

区　分
配偶者乙 母丁 兄Ｂ 甥Ｄ 姪孫Ｅ

算出税額

加
算
又
は
減
算

相続税額の

２割加算額

配偶者の

税額軽減額

未成年者控除額

納付税額
（１00円未満切捨て）

（注）　相続税額の ２割加算額及び控除額の計算過程は次の⑶に記載する。

⑶　相続税額の ２割加算額及び控除額の計算 （単位：円）

加算及び控除の項目 対 象 者 金 額 計　　算　　過　　程

相続税額の ２割
加算額

配偶者の税額軽
減額

未成年者控除額



№ １

受 験 地

受 験 番 号

評　　　　点

第　　　四　　　回

〔令和 ６年度税理士試験問題〕

１ 　各相続人等の相続税の課税価格の計算 50点満点

⑴　遺贈により取得した個々の財産の価額の計算 （単位：円）

財産の種類 取 得 者 課税価格に算
入される金額 計　　算　　過　　程

宅地Ｈ

私道Ｉ

家屋Ｊ

雑種地Ｋ

雑種地Ｌ



受 験 番 号

⑴　遺贈により取得した個々の財産の価額の計算（続き） （単位：円）

財産の種類 取 得 者 課税価格に算
入される金額 計　　算　　過　　程

（� ）

（� ）

Ｍ社株式

（ ）

Ｎ社株式

№ ２



受 験 番 号

№ ３

⑴　遺贈により取得した個々の財産の価額の計算（続き） （単位：円）

財産の種類 取 得 者 課税価格に算
入される金額 計　　算　　過　　程

定期預金Ｔ

家庭用財産

（� ）

現金

（� ）



受 験 番 号

№ ４

⑵　遺贈により取得した個々の財産（取引相場のないＮ社株式）の価額の計算

イ　評価方式の判定

ロ　 １株当たりの価額の計算� （単位：円）

計　　算　　過　　程



受 験 番 号

№ ５

⑵　遺贈により取得した個々の財産（取引相場のないＮ社株式）の価額の計算（続き）

ロ　 １株当たりの価額の計算（続き）� （単位：円）

計　　算　　過　　程

⑶　小規模宅地等の特例の計算� （単位：円）

計　　算　　過　　程

①　特例対象宅地等

②　特例対象宅地等の減額金額



受 験 番 号

№ ６

⑶　小規模宅地等の特例の計算（続き）� （単位：円）

計　　算　　過　　程

特　例　適　用　対　象　財　産 取 得 者 課税価格から減額される金額

⑷　課税価格から控除すべき債務及び葬式費用の額の計算 （単位：円）

債務及び葬式費用 負 担 者 金 額 計　　算　　過　　程

債務

葬式費用



受 験 番 号

№ ７

⑸　相続又は遺贈によるみなし取得財産の価額の計算 （単位：円）

財産の種類 取 得 者 課税価格に算
入される金額 計　　算　　過　　程

生命保険金等

同上の非課税金

額

（� ）

退職手当金等

同上の非課税金

額



受 験 番 号

№ ８

⑹　課税価格に加算する贈与財産（暦年贈与財産）の価額の計算 （単位：円）

贈 与 年 分 受 贈 者 加算される贈
与財産の価額 計　　算　　過　　程

⑺　相続時精算課税に係る贈与財産の価額の計算 （単位：円）

贈 与 年 分 受 贈 者 加算される贈
与財産の価額 計　　算　　過　　程

⑻　各相続人等の課税価格の計算 （単位：円）

相続人等

区　分
子Ａ 孫Ｃ 孫Ｄ 孫Ｅ 子Ｇ 　妻Ｂ′

遺贈による

取得財産

み
な
し
取
得
財
産

生命保険金等

（ ）

（ ）

債

　務

　等

債務

葬式費用

生前贈与財産の
加算額

課税価格
（１≤000円未満切捨て）



受 験 番 号

№ ９

２ 　納付すべき相続税額の計算

⑴　相続税の総額の計算

課税価格の合計額 遺産に係る基礎控除額 課税遺産総額

千円 千円 千円

法定相続人 法定相続分 法定相続分に応ずる取得金額 相続税の総額の基となる税額

千円 円

合計 　 人 １
（１00円未満切捨て）

円

⑵　各相続人等の納付すべき相続税額の計算 （単位：円）

相続人等

区　分
子Ａ 孫Ｃ 孫Ｄ 孫Ｅ 孫Ｇ 　妻Ｂ′

算出税額

加
算
又
は
減
算

相続税額の

２割加算額

贈与税額控除額

配偶者の

税額軽減額

未成年者控除額

障害者控除額

納付税額
（１00円未満切捨て）

（注）　相続税額の ２割加算額及び控除額の計算過程は次の⑶に記載する。�



受 験 番 号

№10

⑶　相続税額の ２割加算額及び控除額の計算 （単位：円）

加算及び控除の項目 対 象 者 金 額 計　　算　　過　　程

相続税額の ２割
加算額

贈与税額控除額

（ ）



受 験 番 号

№11

⑶　相続税額の ２割加算額及び控除額の計算（続き） （単位：円）

加算及び控除の項目 対 象 者 金 額 計　　算　　過　　程

配偶者の税額軽
減額

（ ）

障害者控除額


